
第3回「特定不妊治療費助成事業の効果的・効率的な  

運用に関する検討会」  

議 二重二 次 第  

1．日 時  平成19年1月25日（木）17：00～19：00   

2．場 所  厚生労働省2階  共用第6会議室   

3．議 事  

（1）特定不妊治療費助成事業の効果的・効率的な運用に係る課題の検討について  

①本事業の全国的な実績・成果の把握について  

②本事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件について  

③不妊治療の成果・予後等の検証方法について  

（2）その他   
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資料2 日本産科婦人科学会 個別調査票の登録ページ   

資料3 本事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件について  

資料4 不妊治療の成果・予後等の検証方法について  

資料5 平成19年度母子保健対策関係予算（案）の概要  
資料6 特定不妊治療費助成事業の要綱（案）   

参考  第1回検討会資料ファイル   



（資料1）  

特定不妊治療費助成事業の全国的な実績■成果の把握について（案）  

現在、ほとんどの都道府県・指定都市ヰ核市（以下、「都道府県等」という。）で集計さ  

れているのは、受給者の人数、給付金額といった項目のみである。   

今後は、受給者の人数、給付金樋に加え、本事業の実績・成果について、以下に示す  

方法で把握を行うこととする。  

Ⅰ．事業の実績・成果の把握方法   

（1）本事業の実施医療機関の責任者は、各施設で不妊治療を行った本事業の受給  

者の不妊治療後の経過を把握し、治療終了後、および妊娠した場合は妊娠終了  

（分娩、流産等）後に、その結果を日本産科婦人科学会の個別調査票登録システ  

ムの登録ページに登録する。   

（2）国は日本産科婦人科学会により収集されたデータのうち、行政として把握が必  

要な調査項目（下記Ⅱ．参照）について解析し、都道府県等に解析データを提供  

すると共に、解析したデータを厚生労働省のホームページに掲載する。  

Ⅱ．行政として把握が必要な調査項目  

行政として以下の調査項目の把握が必要である。  

・受給人数（全数、治療方法別）  

（この項目の把握には、都道府県等による集計が必要）  

治療周期総数（全数、治療方法別）  

・年齢分布（全数、治療方法別）  

・妊娠数（全数、年齢別、治療方法別）  

・採卵あたり妊娠率（全数、年齢別、治療方法別）  

・多胎妊娠数（全数、年齢別、治療方法別）  

・生産分娩数（全数、年齢別、治療方法別）  

・採卵あたり生産率（全数、年齢別、治療方法別）  

・出生児数（全数、年齢別、治療方法別）  

低出生体重児数（全数、年齢別、治療方法別）  

・妊娠後経過不明数（全数、治療施設別）  

全国レベル、及び  

都道府県別に集計  

する必要がある  

Ⅲ．インフォームド・コンセントについて  

本事業の実施医師は、不妊治療を受ける患者に対し、本事業の受給を受ける場合、  

上記Ⅱに挙げた調査項目に関するデータを行政が把握する、ということを説明し、同意を   

得る必要がある。   

また、都道府県等は、受給申請を行う患者に対し、上記Ⅱに挙げた調査項目に関す  

るデータを行政が把握する、ということを説明し、同意を得る必要がある（資料6参照）。   



ART／UMIN  
（資料2）  

は三塁一仁戻る】  

ART／20b7年個別調査票（治療から妊娠まで）  
UMINID：hidesaitouTendo／施設名：国立成育医療センター／Authority：Administrator  

画匡≡ヨこの色の項目は、空欄では登録が完了しません0泌須入力］  

130069 国立成育医療センター  2007年データ  

f；■△・／／∩・Vnハハ＝m伯n十。こAn，JSR什ing蛸ANSTH￥マイドキュメント￥不妊￥検討会￥第3回￥第3回検討会資料‡（資料2）ART－UMIN．htm  2007／01／24   



2／3ページ  ART／UMIN  

！clear！ 」＿」  

行った、あるいは行おうとした  （必須）  
治療方法  

也竺」   

精子回収法  l二】1射出精子・二p2Testicularspermextraction（TESE）   

也竺」  二≠3その他   

※【精子回収法】で［1射出精子］を選択した場合のみ入力してください。  

精液所見  精子濃度  ×106／mI（小数点以下第2位まで）  

運動精子率  ％（整数）   

－一以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［1新鮮卵・胚］を選択した場合に入力が必要です－－－   

採卵数   （整数）   

受精卵数   （整数）   

ーーー以下の1項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵一胚の種類】で［2凍結胚］を選択した場合に入力が必要です一一－   

融解胚数   （整数）   

〝一以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［3凍結卵〕を選択した場合に入力が必要です－一一   

融解卵数   （整数）   

受精卵数   （整数）   

－－－以下の6項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［1新鮮卵・胚］［2凍結胚］［3凍結卵］を選択した場合に入   
力が必要です－－   

胚移植時の発育段階  二・1卵（未受精）  二・2初期胚  二；3胞胚  ‥4ETキャンセル  

匝 l   Ⅵ  二・5その他   

f＝△・／／∩・￥n，”．．m，1n十。只。，1Settings￥ANSTH￥マイドキュメント￥不妊￥検討会￥第3回￥第3回検討会資料￥（資料2）ART－UMIN．htm   2007／01／24   



3／3ページ  
ART／UMIN   

「・／／ハ、′n一一・・山一LAi－”J⊂∧・・in汀PVÅrJくTH￥マイドキ1メント￥不妊￥検討会￥第3回￥第3回検討会資料￥（資料2）ART－UMIN．htm  2007／01／24   



1／3ページ  ART／UMN  

【メニューに戻ろ】  

ART／2005年個別調査票（妊娠から出産後まで）  
UMINID：naka巧sog／施設名：E］本産科婦人科学会事務局／Authority：Administrator  

画匡≡ヨこの色の項目は、空欄では登録が完了しません0［必須入力】  

患者識別No．  1111   

治療周期開始時の満年齢  33歳   

01なし  

妊娠の有無     ●2臨床妊娠（GS（＋）以上）（移植日：2005／12／31）   

GSの数（必須）  1   （整数） t二・2不明   

確認された胎児数   
（必須）   

1   （整数）‘二・2不明   

□1流産（22週未満）□2子宮外妊娠ロ3内外同時妊娠  

□4人工妊娠中絶（理由  ）  

妊娠の転帰（必須）  
□5生産  □6死産  □8不明  

□7減胎手術（   個から  個に減数）（整数）   

※【妊娠の転帰】で［5生産］［6死産］を選択した場合に入力が必要です。  
出産児数  

也  1  人（整数〕（出産日：西暦   ／   ／   ）  

】二二2不明  

fH。・／／n・￥n。Ⅲm。。tSandSettings￥ANSTH￥マイドキュメント￥不妊￥検討会￥第3回￥第3回検討会資料‡（資料2）ART－UMIN画面2・htm 2007／01／24   



2／3ページ  ART／UMtN   

児の所見  

児の状況  生後、児の予後  
出生児の  

7日 未満   28日 未満  死亡月日（西暦）   

こ・1生存  

＿′－・2死亡  ／  ／   

・－ニー3不明   

二・1生存  

・▼二二・2死亡  ／  ／′   

＿二・3不明   

∴・2死亡  ／′  ／   

÷3不明   

」1生存  

lJ・2死亡  ／  ／   

二・3不明   

r・′′ハー、′「、一一一・・“”・…rJC＾・・i…PVANくTH￥マイド土「メソト￥不妊￥権討会￥第3回￥第3回検討会資料￥（資料2）ART－UMIN画面2．htm 2007／01／24   



3／3ページ  ART／UMIN  

注二出産児数に相当する数の児の所見を記入してください。   

f＝・〈・／／rl・Vn〈＾・［m凸n十⊂＝ニコnrlくpl十inqく￥ANSTH￥マイドキュメント￥不妊￥検討会￥第3回￥第3回検討会資料￥（資料2）ART－UMZN画面2．htm 2007／01／24   



本事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件について  （資料3）   

論点と考えられる項目  

案   日本産科婦人科学会会告「生殖補助医療実施医療機関の登録  厚生労働科学研究補助金（子ども家庭総合研究事業）「生殖補  

と報告に関する見解」（平成18年4月23）（抄）   助医療体系における設備、人的資源のガイドラインに関する  

研究」（抄）   

（1）実施医療機関の指定方法  

事業の実施に当たり、都道府県等の長は、以下の諸点に  
留意し、特定不妊治療を実施する医療梯関として適当と認  
められるものを指定するものとする。  

謡お、／木妊涛療貌実施医療醒関東亘そね泰韓衰車る都連  
痺褒め由来凍麹栃頭重瑚療操車療養衰ず寮妊治海奏施奉  

痘痕顧と廟寅顛医療牽鞠¢連携軽蔑肇配壊車をさと－こ 

（2）実施医療機関の具備すべき施設・設備要件   1．生殖補助医療の実施登録施設の具備すべき要件と設備  1．必要最小の施設内容   
①基準施設   （3）登録施設の設備   診療部門（産婦人科診療部門と兼用もありうる）   

○採卵圭・胚移植室   a）基準施設   診察室、処置室、採精圭、採卵・胚移植室  
・採卵室の設計は、基本的に手術室仕様とする   ・採卵室   
・清浄度は原則手術室レベルとする   採卵室の設計は、基本的に手術室仕様とする。  検査■培養部門  
・酸素吸入器、吸引器、生体監視モニター、救急  培養室（含む培養前室）  

蘇生セットを備えている  ・培養室  
○培養室   培養室内では、基本的に手術着、帽子、マスク着   

・清浄度は原則手術室レベルとする   用で手洗いを行う。培養室内は、エアフィルターを   
・手術着、帽子、マスクを着用する  通した清浄空気を循環させる。  
・手洗いを行う  
・施錠する  

○凍結保存設備  ■凍結保存設備  
・施錠する  

○診察室  
○処置室  

②その他の望ましい施設  b）その他の望ましい施設   2．望ましい施設内容  

○採精室   ・移植室   診療部門（産婦人科診療部門より独立している）   

○カウンセリングルーム   ・採精室   診察室、処置室、カウンセリング室、採精室、   
○検査室   ・カウンセリングルーム  採卵t胚移植室   

・検査室  
③その他の施琴要件  検査・培養部門   

3．生殖補助医療に関する登録申請にあたり留意すべき事項         ○白施薮煎不妊治療頃藤野≒よる麺締融迂猷凍  記録管理室、検査室、培養室（含む培養前室）、   

和、寿由奉軽輩る全七参適確亘如ゝ吏分強痺薮と麺  （4）倫理委員会  凍結保存室  
切車重湊孝離i∴車面妊娠及び出産め藩纏め軽重畠  a）倫理委員会を設置することが望ましい。特にヒト精子・卵   

よび醸奮を緑富士L・、る療蘭至あるごと ＊日本産科婦人科学会による「生殖補助医療の実施施設の具  

○本事業の実績・成果の把握のための調査に協力する  者間人工授精（AID）を実施する施設は倫理委員会を設  備すべき要件と設備」に適合するのは14．6％。   
施設であること   置し、承認を得る。   ＊培養室について、清浄度が手術室レベルの施設が45％、分   

雄痢軌璃熱演章が極掛こ少をい場合こ眉衰が由り  b）倫理委員会は中立を保つため委員構成に配慮が必要であ  娩圭レベル以上とすると92％。   
活き車高場奇£蒸着   り、中立的な外部委員を複数入れることが望ましい。   ＊採卵室について、分娩室レベル以上が91．3％。   

○日本産科婦人科学会における個別調査票（治療から  C）倫理委員会委員長を施設責任者・実施責任者が兼ねるこ  ＊凍結保存設備をもつ施設は22％。   

妊娠まで及び妊娠から出産後まで）の登録に協力す  は望ましくない。   ＊専用採精室の設置は53．1％。   
る施設であること  ＊倫理委員会は全施設中66．3％に設置。   

○倫理委貞会を設置することが望ましい  

ー1－  



（3）実施医療機関に必要な人員要件   （4）登録施設の要員   ○必要なもの   
①必要不可欠な基準要員   a）必要不可欠な基準要員   ・生殖補助医療を実施する医師   

○実施責任者（1名）   ・実施責任者（1名）   ■看護師  

○実施医師（1名以上、実施責任者と同一人でも可）   ・実施医師（1名以上、実施責任者と同一人でも可）   

○看護師（1名以上、生麺歯車摩恕≒頼通じた看護嘩至  ■看護師（1名以上）  

あ萎…さを東壁善しt1）  

・亘養蚕護畷章不妊春寒諒達者護顔吏希有三モが  
染琉讃  b）その他の望ましい要員   ○望ましいもの  

②その他の望ましい要員   ・精巣内精子生検採取法（TESE）、精巣上体内精子吸引   ・胚培養土   
○泌尿器科医師（精巣内精子生検採取法、精巣上体内   採取法等を実施する施設（MESA）等を実施する施設   ・コーディネーター   

精子吸引採取法等を実施する施設等を実施する施設   では、泌尿器科医師との連携が取れるようにしておく   ・カウンセラー  

では、泌尿器科医師との連携が取れるようにしてお   ことが重要である。   
くことが重要である。）   ＊専属の木妊看護師が在籍している施設は54．2％。        ・配偶子、受精卵、胚の操作、取扱い、及び培養室、採   

○胚培養土（配偶子、受精卵、胚の操作、取扱い、及   精室、移植室などの施設、器具の準備、保守の一切を  ＊胚培養土が在籍している施設は76．1％。   

び培養室、採精圭、移植重などの施設、器具の準備、   実際に行うARTに精通した高い倫理観をもつ技術者を  ＊不妊カウンセラーが在籍している施設は41．5％。   

保守の一切を実際に行うARTに精通した看で高い倫理   有することが望ましい。   ＊不妊コーディネーターが在籍している施設は32．9％。   

観をもつ技術者。）   ・生殖医学、遺伝学の基礎的知識、ARTの基礎的知識およ   

・早春噂乳動物卵子学会認定生殖補助医療胚培義士   び心理学・社会学に深い造詣を有し、臨床における力   
でぁるこ七が望ましい   ウンセリング経験を持ち、不妊患者夫婦を側面からサ   

○コーディネーター（患者側（家族を含む）が納得し  ポートできるカウンセラーとの連携が望ましい。   
て不妊治療を受けることができるように、不妊治療  
を提供する側と患者側の、あるいは不妊医療チーム  
内の機能が円滑に働くようにメンバー相互間の調整  

を図る、ARTに精通し高い倫理観をもつ者。）  

○カウンセラー（心理学・社会学に深い造詣を有し、  

臨床におけるカウンセリング経験を持ち、不妊患者  
（家族を含む）を側面からサポートできる技術を持つ  

者。なお、生殖医学、遺伝学の基礎的知識、ARTの  

基礎的知識を持つことが望ましい。）  

2．生殖補助医療の実施登録施設における実施責任者の要件  

（4）実施責任者の要件  （1）日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医であること  

○日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医であること   （2）専門医取得後、不妊症診療に2年以上従事した者   

○専門医取得後、不妊症診療に2年以上従事した者   （3）日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登   

○日本産科婦人科学会の体外受精■胚移植に関する登録   録施設において1年以上勤務、又は1年以上研修を受け、   

施設において1年以上勤務、又は1年以上研修を受け、  体外受精・胚移植の技術を習得した者  
体外受精■胚移植の技術を習得した者  

○常勤医師であること  3．生殖補助医療に関する登録申請にあたり留意すべき事項   

○日本生殖医学会生殖医療指導医である三とが望ましい  （2）実施責任者及び実施医師  

a）実施責任者は常勤医師でなければならない   

（5）その他  

本要件は、必要に応じ適宜見直すものとする。  
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（資料4）   

不妊治療の成果・予後等の検証方法について（案）  

Ⅰ．現状  

○ 体外受精、さらには顕微授精等の不妊治療が一般的に行われるようになって久し  

いにもかかわらず、我が国においては、今までに不妊治療の予後等に関する系統  

的な調査が行われたことはなく、不妊治療の短期朗、中長期的な予後や次世代へ  

の影響については必ずしも明らかではない。   

○ こうした中で、厚生労働省としては平成16年度より特定不妊治療責助成事業を開  

始したところであり、その全国的な実績・成果の把握に加え、不妊治療の成果・予  

後等も検証する必要があることから、系統的にデータを収集・解析できる仕組みを  

構築する必要がある。  

lI．今後の対応  

○ まずは、別紙の通り、厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）に  

おいて、不妊治療により出生した児の予後の検証を行うための方法等について検  

討を行うこととしている。   

○ 今後、特定不妊治療貴助成事業の受給者に対し、予後の検証に協力を求めるこ  

とにより、本事業との連携を図ることで、より効果的な調査を実施していく。   



（資料4別紙）  

平成19年度 厚生労働科学研究糞補助金公募要項  

5．子ども家庭総合研究事業  

＜新規課題採択方針＞  

晩婚化、少子化や不妊治療の普及など、近年の社会環境を踏まえ、当面、厚生労働   

行政において迅速に解決しなければならない諸課題の解決のための新たな行政施策   

の企画と推進のために応用が可能な研究を採択する。基礎研究から臨床研究及び臨   

床応用への橋渡しを行う研究や、大規模な社会医学的研究について公募を行う。な   

お、より短期間で成果を得られる研究を優先的に採択する。  

重点課題として、不妊の原因究明や生殖補助医療の医療技術の標準化、短期的及   

び中長期的安全性の確立や不妊治療により出生した児の長期予後の検証を行うため   

の全国規模の大型多施設共同研究のための体制整備を行い、本年度は試行的な調査   

研究を実施する。また、あと一歩で原因究明と治療法の確立が期待される子どもの先   

天性疾患や慢性疾患について、基礎／臨床／社会医学分野の大型多施設共同研究   

について募集を行う。  

研究真の規模   1課題当たり10，000～50，000千円程度（1年当たり）  

研究期間   1～3年  

新規採択予定課題数：10課題程度  

＜公募研究課題＞  

【一般公募型】  

（1）生殖補助医療の医療技術の標準化、安全性の確保と生殖補助医療により生まれ   

た児の長期予後の検証に関する研究（19130101）   

（留意点）  

晩婚化が進むとともに、急速に体外受精や顕微授精等の生殖補助医療が進展して   

いるが、統一された手法や評価基準は確立されていない。そのため、生殖補助医療  

技術の標準化と、短期的・中長期的な安全性の確保を図り、医療の有効性を高吟る  

ことを目的とした研究を推進する。  

また、生殖補助医療により出生した児の予後の検証方法については整備されてお  

らず、これまで国内外を問わず、出生した児の心身の健康や世代を超えた影響など  

に関する十分な知見が集積されていない。そのため、mO人を超える規模の出生し  

た児の学童期までを念頭においた長期コホートによる継続的調査体制を構築し、身  

体的・精神的フォローアップを初年度より開始する。   



（資料5）  

平成19年度母子保健対策関係予算（案）の概要  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課  

（平成18年度予算）   （平成19年度予算案）  

19，127百万円 → 20，127百万円  

1 母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）の充実  4，191百万円  

不妊治療に対する支援の拡充や小児科・産科医療体制の確保を図るとともに、「子ども・子育て応援プ  

ラン」に基づく事業について着実な実施を推進するため、所要の財源の確保を図る。  

（1） 不妊治療に対する支援  

特定不妊治療費助成事業の助成額を増額するとともに、所得制限の緩和を図る。  

「 

額10万円、1年度2回まで  

730万円（収入ベース約1，020万円）  

（2） 小児科・産科医療体制整備事業の実施  

小児科医・産科医の不足に対応するため、医師の確保策、女性医師の就労支援策など、都道府県   

における小児科医療・産科医療の体制整備に必要な経費の補助を行う。  

（3） その他母子保健医療の充実  

周産期医療ネットワークの整備や不妊専門相談センターの整備など「子ども・子育て応援プラン」   

関係事業の着実な実施を図る。  

2 小児科・産科医療体制の確保（医政局一括計上）  582百万円  

・小児科・産科連携病院等協力体制促進事業（新規）  

一小児科・産科連携病院等転換施設整備事業（新規）   

345百万円  

（医療提供体制施設整備交付金11，065百万円の内数）  

・小児科■産科連携病院等転換設備整備事業（新規）  237百万円   

多くの病院で小児科医・産科医が少数で勤務している結果、勤務環境が厳しくなっている状況な   

どを踏まえ、小児科・産科医療体制の集約化・重点化を行うため、他科病床への医療機能の変更   

等に係る整備などを行う場合に、支援を行う。  
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3 小児慢性特定疾患対策の推  10，867百万円  

小児がんなどを対象とする小児慢性特定疾患治療研究事業を実施するとともに、日常生活用具を給付  

する福祉サービスを実施する。  

4 次世代育成支援対策交付金の充実  （36，500百万円）  

次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画に定められている地域の特性や創意工夫を活か  

した子育て支援事業その他次世代育成支援対策に資する事業の実施を支援する。  

l：うち主な母子保健課関係事業）  

① 病児・病後児保育事業（旧事業名：乳幼児健康支援一時預かり事業）  

② 食育等の推進   

（∋ その他の母子保健対策の推進  

5 幼児のための食環境づくり支援対策検討費  6百万円  

「平成17年度乳幼児栄養調査」の結果を踏まえ、乳幼児期から健全な食習慣の形成が図られるよう、  

幼児版食事バランスガイドを作成するなど、官民協働による食環境づくり支援対策の検討を行う。  

6 子どものこころの診療医養成経費  5百万円  

発達障害や児童虐待などの子どものこころの診療に携わることのできる小児科医や精神科医を確保す  

るため、18年度に作成する「養成研修テキスト」等を小児科医、精神科医、関係団体に広く配布し、  

その重要性について啓発・周知を図る。  

7 子ども家庭総合研究事業  678百万円  

子どもの心身の健やかな育ちを社会が継続的に支えるために必要な母子保健医療・児童福祉施策の科  

学的基盤となる研究を推進する。  

8 未熟児養育医療費  3，585百万円   

身体の発育が未熟のまま生まれた未熟児に対する医療の給付を行う。  
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9 健やか親子21推進等対策経費  6百万円   

「健やか親子21」（21世紀の母子保健の取り組みの方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、  

関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画）の着実な推進を図るため、健やか親子21推進  
協議会の設置、健やか親子21全国大会等母子保健に関する普及啓発活動を国において実施する。  

10 その  

（1） 母子保健要員研修等事業  34百万円  

母子保健医療に携わる医師等が最新の医学、技術を体得するための研修を実施するほか、保健所の  

保健師・助産師に対し、母子保健事業、虐待やリブロダクティブ・ヘルス等の専門的、技術的研修を  

実施する。  

（2） 代謝異常児特殊ミルク供給事業  117百万円  

先天性代謝異常に羅患している児童に対し、特殊ミルクの供給体制を整備して必要量の確保を図り、  

障害の発生を予防する。  

（3） 思春期保健相談等事業  35百万円  

思春期の男女等を対象に、思春期特有の医学的問題、性に関する不安及び悩み等に関する専門相談  

を実施するとともに、妊娠について悩んでいる者に対する相談援助などを実施する。  

※ なお、平成18年度補正予算（案）において、不妊専門相談センターの相談体制の強化を   

図るとともに、、生殖補助医療にかかる意識調査や海外調査を行う経費を計上してい卑。  

（54百万円）  
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特定不妊治療責助成事業の要綱（案）  

○都道府県知事、政令市市長等あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」  
（平成17年8月23日付け雇児発第0823001号）  

現  行  改 定 案  

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱  母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱  

第1 趣旨 （略）  

第2 事業内容  

1～3 （略）   

4 生涯を通じた女性の健康支援事業について  

（1）事業目的 （略）  

（2）実施主体   

事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」   

という。）とする。（略）  

5 特定不妊治療責助成事業  

（り 目的   

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）   

については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十   

分な治療を受けることができず、・子どもを持つことを諦めざるを得ない方も   

少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することによ   

り、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。   

（2）実施主体   

本事業の実施主体は、都道府県等とする。  

第1 趣旨 （略）  

第2 事業内容   

1～3 （略）   

4 生涯を通じた女性の健康支援事業について  

（1）事業目的 （略）  

（2）実施主体   

事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」   

という。）とする。（略）  

5 特定不妊治療費助成事業  

（1）目的   

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）   

については、1回の治療責が高額であり、その経済的負担が重いことから十   

分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も   

少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することによ   

り、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。   

（2）実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県等とする。  
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改 定 案   現  行   

（3）対象者   （3）対象者   

特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治   特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治   

療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に  療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に   

診断されたものとする。  診断されたものとする。  

（4）対象となる治療等  （4）対象となる治療等   

特定不妊治療（卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除き、   特定不妊治療（医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合につ  

いても助成の対象とする。）  

とする。具体的には別添3図のAないしFのいずれかにあてはまるものとす  

る。）  t（注）別添3図の案は本資料p7l  

なお、以下に掲げる治療法は助成の対象としない。   なお、以下に掲げる治療法は助成の対象とならない。   

① 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療   ① 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療   

②，代理母（妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵辛が使用で  ② 代理母（妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用で   

きず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮   きず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮   

に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するも   に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するも   

の）   の）   

③ 借り腹（夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊  ③ 借り腹（夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊   

娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の   娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の   

第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの）  第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの）  

（5）医療機関の指定等  （5）医療機関の指定等   

（D 事業の実施に当たり、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長（以下  ① 事業の実施に当たり、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長（以下   

r都道府県知事等」という。）は、特定不妊治療を実施する医療機関とし   「都道府県知事等」という。）は、特定不妊治療を実施する医療機関とし   

て適当と認められるものを指定するものとする。   て適当と認められるものを指定するものとする。   

なお、医療機関の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。   なお、医療機関の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。   

ア 特定不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫理観をも   ア 特定不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫理観をも   
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現  行  改 定 案  

って対処できる医療機関であること。  

イ 日本産科婦人科学会の会告等に定める要件を満たしている医療機関で   

あること。特に、凍結保存管理施設を有するとともに∴台療の内容割こ   

ついてのインフォームド■コンセントが得られる体制を整えているこ  

って対処できる医療機関であること。具体的に昼、榊壇  

重責助鱒事業の実施医療機関嘩  

指針」を踏まえるものとすること。  

ヒ．＿   

なお、会告等に  

「案」の欄の内容により作成する   （注）別添4は本日の配付資料3  

以下のものを参考とすること。  定める要件については   「体外受精・卿L  
灘牟（平嘩4年1月）  

「多胎妊娠＿＝こ関する早角畢（平曙8年2月）  制附こついて：（平  
成12年4月）   

生郵甫助医療に関する諸登録の申請にあたって留意すべき事項（平  

成15年12月）   

ウ瀬過   

して医療が受けゃれる体制が必要であることから、脚本一胎児   

管理を行う医師筆への情報提供ができる医療機関であるこL   

王 城外であっても管内の患者を多く受け入れている医療機関を指定する  

等、助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること。  
② 本事業の円滑な実施を図るため、医療機関の指定その他の事務処理に当   

たっては、医師会等関係者と十分連絡協議の上行うものとする。  

土 域外であっても管内の患者を多く受け入れている医療機関を指定する   

等、助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること。  

② 本事業の円滑な実施を図るため、医療機関の指定その他の事務処理に当   

たっては、 

（6）実施方法   

事業の実施は、都道府県等が、（3）に定める対象者が（5）により循定する医   

療機関において（4）に定める治療のために要した車用の一部を助成すること   

により行うものとする。  

（6）実施方法   

事業の実施は、都道府県等が、（3）に定める対象者が（5）により指定する医   

療機関において（4）に定める治療のために要した費用の一部を助成すること   

により行うものとする。  
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現  行  改 定 案  

（7）助成の額及び期間   

特定不妊治療に要した責用に対して、   

5年間助成する。  

（7）助成の績及び期間   

特定不妊治療に要した費用に対して、  1年度当たり10万円を限度に通算  1回の治療につき10万円まで、1   

年度当たり旦旦を限度に通算5年間助成する。   

（8）助成の申請及び決定   

① 助成の申請   

ア 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する  

年度内に、居住地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に申請を  

行うものとする。   

イ 申請には、特定不卿は別添5を参考  

とすること。）及び必要書類を添付する。なお、必要書類については、  

（8）助成の申請及び決定   

① 助成の申請   

ア 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する  

年度内に、居住地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に申請を  

行うものとする。   

イ 申請には、別添3申請書様式ド定める必要な関係書類を添付する。  

（注）別添3様式は本資料  12～13  

前回申請時の書類で代えることとして添付を省略す岬  

（注）別添5様式は本資料  8～10   

② 助成の決定   

ア 当該年度分の助成対象か否かについては申請が行われた日を基準とす  

る、   

イ 都道府県知事等は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及  

び金矧こついて書面をもって申請者に通知すること。  

② 助成の決定   

ア 当該年度分の助成対象か否かについては申請が行われた日を基準とす  

る。   

イ 都道府県知事等は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及  

び金額について書面をもって申請者に通知すること。  

（9）支給要件等   

① 所得要件  

夫及び妻の前年の所得（1月から5月までの申請については前々年の所   

得）の合計額がユ旦旦万円未満である場合に助成を行うこととする。   

② 所得の範囲  

①の所得の範囲については、児童手当法施行令（昭和46年政令第28   

1号）第2条を準用する。  

（9）支給要件等   

① 所得要件  

夫及び妻の前年の所得〈1月から5月までの申請については前々年の所   

得）の合計額が旦旦旦万円未満である場合に助成を行うこととする。   

② 所得の範囲  

①の所得の範囲については、児童手当法施行令（昭和46年政令第28   

1号）第2条を準用する。  
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現  行   改 定 案  

③ 所得の嶺の計算方法  

①の所得の額の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用す  

る。  

（10）広報活動等   

① 本事業の実施に当たっては、不妊治療全般に携わる保健医療関係者等に  

対し、本事業の趣旨を周知徹底するほか、積極的な協力を求めて効率的な  

運営を図ること。   

② 助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の条件等の情報  

を得られるよう、制度の周知、相談窓口の設置などに努めること。   

③ 本事業の実施に当たっては、4に規定する「生涯を通じた女性の健康支   

援事業」の（3）の③の「不妊専門相談センター」等の相談機関との連携を  

図るなど、カウンセリング体制の充実・強化に努めること。  

（11）登録管理及び事業の適正化   

本事業の実施に当たり、必要に応じて、治療データ等の登録管理を行うと   

ともに、事業の適正化を図るため医療機関等に対する指導を行うこと。  

③ 所得の額の計算方法  

①の所得の額の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用す  

る。  

（10）広報活動等   

① 本事業の実施に当たっては、不妊治療全般に携わる保健医療関係者等に   

対し、本事業の趣旨を周知徹底するほか、積極的な協力を求めて効率的な  

運営を図ること。   

② 助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の条件等の情報   

を得られるよう、制度の周知、相談窓口の設置などに努めること。   

③ 本事業の実施に当たっては、・4に規定する「生涯を通じた女性の健康支   

援事業」の（3）の③の「不妊専門相談センター」等の相談機関との連携を   

図るなど、カウンセリング休制の充実一強化に努めること。  

（11）実績・成果の把握  

① 実施医療機関の医師及び都道府県等は、卿こ対   

し、次項の調査項目について、行政において把握することをあらかじめ説   

虹醍城辺樋ろ立 

②欄内容及び経   

埠について、社団法人日本産科婦人科学章Iこ報告するものとし、これをも   

とに取りまとめた次の項目について、厚生労働省は都道府県等に結果を通  

〔ン夏生労彪省鹿野均等・児童須磨局母子虜腰深長居知／母子尿慮医療対岸  

寄掛 倉．百度貴君の彫／ニついてソ「平成／7年β月J㌍β虐二好忍者抑β♂／  

号ノノ拶  

β ＃居不二妊潜療費助成者薯の二家筋につい丁  

「7ノ助成の．対彦とをる′普虜の彪フ静／ニついr  

平成7∂牟4月7β以摩仁、都道府贋知事■、脚市ニマぱ中彪「有の  

市長似下聯知者睾ンといブ。ノか清彦Lた鰯野仁‘かい  

丁′普虜を願Lたるのとする。  

知するものであること。  

取りまとめ内容  

受給人数（全数、治療方法別）、治療周期総数（全数、治療方法別）、  

年齢分布（全数、治療方法別）、妊娠数（全数、年齢別、治療方法別）、  

採卵あたり妊娠率（全数、年齢別、治療方法別）、  
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改 定 案   現  行   

多胎妊娠数（全数、年齢別、治療方法別）、  「2ノ仰の不妊潜虞窯彪詔告仁つい丁  

生産分娩数（全数、年齢別、治療方法別）、  都道府県忍者筈ば、本書業が冴汐仁行われる必易∂切るこ≠カlら、   

採卵あたり生産率（全数、年齢別、治療方法別）、   膚定Lた屠療紗lら次の扉穿を原石こと。をお、綬葺仁つい丁ぱ、   

出生児数（全数、年齢別、治療方法別）、  ノ財扉孝参考とすること。 l（注）様式は本資料p15‡  

低出生体重児数（全数、年齢別、治療方法別）、  不磨潜磨実鹿瀬苦イ符居不妊忠療者助成者若の助成対象以外の症伊   

妊娠後経過不明数（全数、治療方法別）  る含乙ソ  

（か存告ノ呼容  

7月7βから72月β7βのβ訂こ曽虜夢殿Lた症膠／ニつい丁  

「居着紺、潜虜屠卿、脚、多磨脚、地獄訝筈ノ  

③都道府県等は、②をもとに、必要に応じて管内の事業実績の分析を行い、  虐）邸告期膠  

その成果を把握すること。  留年の72月β7β斉でに邸芳彦原石こと。  

（12）その他   （12）その他  

① 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認める  ① 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認める   
ものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の   ものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の   

一部を助成するものであること。   一部を助成するものである。   

② 助成の状況を明確にするため、特定不妊治療費助成事業台帳（様式は別  ② 助成の状況を明確にするため、別添4台帳を備え付け助成の状況を把握   
添6を参考とすること。）を備え付け助成の状況を把握すること。   すること。  ＝注）別添4様式は本資料p14‡   

‡（注）別添6様式は本資料plO   ③ 本事業に係る各種様式については、別添を参考とすること。   

③ 申請等事務手続きに当たっては、助成を受けようとする夫婦の心理及び  昼 中請等事務手続きに当たっては、助成を受けようとする夫婦の心理及び   
プライバシーに十分配慮すること。  プライバシーに十分配慮すること。  

6～7 （略）  6～7 （略）   

第3 国の助成 （略）   第3 国の助成 （略）   

第4 事業計画 （略）   第4 事業計画 （略）   

（別添1、2、7及び別紙様式 略）   （別添1、2、5及び別紙様式 略）   
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別添園3 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲  

胚 移 植  
採 卵 ま で  

前  新鮮胚移植  凍結胚移植  
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A   新鮮胚移植を実施  

B   凍結胚移植を実施＊  

C   以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施  
助  

成  

対  
D   体調不良等により移埴のめどが立たず治療終了  象  

受精できず  

E        または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止  
F  採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止  

G   卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止  対  

′  
象  

H   採卵準備中、体調不良等により治療中止  ◆  外  
／   

＊B：採卵・受精後、1～3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。  
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（案）  

別添5  

（表）  

特定不妊治療費助成事業申請書   

関係書類を添えて下記のとおり特定不妊治療真の助成を申請します。  

記   

治療の結果について行政への報告を行うことに閲し、裏面に記載された事項について  

同意します  夫（  ）  

妻（  ）  

申請受理年月日  （承認・不承認）  

決定年月日  

受給者番号  

注）大枠の中をご記入ください。   

※1：夫婦の住所を記入。   

※2：単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合等夫婦の住所が異なる場合に記入。  

（添付書類）1．特定不妊治療責助成事業受診等証明書  

2．法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類  

3．夫及び妻の所得額を証明する書類  
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（案）  

（裏）  

治療の内容■結果および妊娠の経過について行政への報告を行うことに関する  

説 明 書（未定稿）  

（1）報告の目的  

厚生労働省では、特定不妊治療を行う医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内   

容・結果および妊娠の経過について、厚生労働省への報告を求めています。  

これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後   

の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。また、   

行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考と   

なる学術データを得ることができます。  

さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県一政令市に対し、集計・分析   

結果を提供し、都道府県■政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てる   

ことができるようにしています。   

（2）報告の内容・方法  

患者さんが報告に同意した場合、各医療機関から、下欄の項目について、（社）日本   

産科婦人科学会のデータベースを通じて厚生労働省に報告されます。  

重囲患者さん   

の状況について総計として把握することとなります。咽まなく、   

プライ′冊  

報告の意義をご理解いただき、同意していただけますようお願いいたします。  

医療機関があなたの治療の内容・結果および妊娠の経過について報告することに同   

意する場合は、表面のB欄に署名してください。  

B欄への署名がない場合も、助成の可否に影響はありません。  

「′‾／‾′‾′‾′‾′‾／‾／‾′二‾二∵て丁∵＝二′‾′‾′‾′‾′‾′‾′‾′‾／‾′ 1  

〔報告は医師が行いことはありません0〕  

ヽ ！Ⅰ治療から妊娠まで  

！（1）患者（女性）の年齢  
（2）不妊の原因  

l  （3）治療の内容、妊娠の有無  

ヽ － Ⅱ 妊娠から出産まで  

i（4）妊娠・出産の状況  

i 
（5）生まれた子の状況  
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（案）  

受給者番号  

医 療 機 関 発 行 の 領 収 書 添 付 箇 所  

（裏面添付又は別添可）  

特定不妊治療費助成事業受診等証明書   

下記の者については、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は  

極めて少ないと思われるため、特定不妊治療を実施し、これに係る医療費を下記の通り徴  

収したことを証明します。  

平成  年  月   日  

医療機関の名称及び所在地  

主治医氏名   

医療機関記入欄（主治医が記入すること）  

（ふりがな）  （  ）   （  ）   

受診者氏名  夫  妻  

受診者生年月日  軍票 年 月  日（ 歳）  軍記  年 月  日（ 歳）   

今回の治療方法  1・体外受精2・顕微授精…  ABCD E F  

該当する番号に○を付けてください こ該当する記号（注参照）に○を付けてください  

今回の治療期間   平成  年  月   日 ～ 平成  年  月   日   

：無  
日森醐媚薫会   

有  →患者識別番号※  

領収年月日   平成  年  月   日 ～ 平成  年  月   日  

領収金額  円   

※）日本産科婦人科学会UM川個別調査票に登録した患者識別番号を転記してください。  

ノ‾ノ‾′‾′‾′‾′‾′‾′‾′‾ノ‾  

「芯蒜蒜蒜芯忘蒜；こ蒜芯詣；芸言岩：  
A新鮮胚移植を実施 

＼  B 
整這ち   

を行った場合）  

C 以前に凍結した胚による胚移植を実施  
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了  
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止  
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止  

（注）採卵に至らないケース（侵襲的治療のないもの）は助成対象となりません。  
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（案）  

別添6  

特定不妊治療費助成事業台帳   

受給者番号  

生 年 月 日  

申請者氏名   （夫）  年 月  日（ 歳）  

（妻）  年 月  日（ 歳）  

住所（※1）      T  

電話  （   ）  

住所（※2）      T  

電話  （   ）  

備  考  

治療期間   

申請受理  申請額  （承認・不承認）  助成砥   医療    患者識  備考       ＿閤＿＿＿＿軋   

年月日  決定年月日  機関  終   了  別番号  

（承認・不承認）  

（承認一不承認）  

（承認■不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認t不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

※1：夫婦の住所を記入する。  

※2：夫婦の住所が異なる場合に記入する。  

住所が異なる場合とは、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合をいう。  
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（現行）  

別添3  

特定不妊治療費助成事業申請書   

関係書類を添えて下記のとおり特定不妊治療費の助成を申請します。  

記   

注）太枠の中をご記入ください。  

※1：夫婦の住所を記入する。  

※2：夫婦の住所が異なる場合に記入する。  

住所が異なる場合とは、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合をいう。  

（添付書類）1．特定不妊治療費助成事業受診等証明書  

2．法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類  

3．夫及び妻の所得額を証明する書類  
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（現行）  

受給者番号  

医 療 機 関 発 行 の 領 収 書 添 付 箇 所  

（裏面添付又は別添可）  

特定不妊治療費助成事業受診等証明書  

下記の者については、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は  

極めて少ないと思われるため、特定不妊治療を実施し、これに係る医療費を下記の通り徴  

収したことを証明します。  

平成  年  月   日  

医療機関の名称及び所在地  

主治医氏名   

医療機関記入欄（主治医が記入すること）  

（  ）  （  ）  （ふ り が な）  

受診者氏名  

受診者生年月日  軍諾 年 月  日（ 歳）  睾謡  年 月  日（ 歳）  
○当該患者が過去に行った不妊治療について該当箇所に記入して下さい。   

・タイ ミ ング療法（実施（ 回）・未実施）  

・排 卵 誘 発 法（実施（ 回）・未実施）  

・人 工 授 精（実施（ 回）・未実施）  

・体 外 受 精（実施（ 回）・未実施）  

・顕 微 授 精（実施（ 回）・未実施）  

・手 術 療 法（実施・未実施）（手術方法   

・そ  の  他（  

○特定不妊治療を必要とした理由について記入してFさい。  

（1．体外受精 2．顕微授精）該当する番号に○を付けてください  今回の治療方法  

平成  年  月   日 ～ 平成  年  月   日  今回の治療期間  
○今回の治療内容について記入して下さい。（※）  

領収年月日 平成 年 月 日～平成 年 月 日  

領収金額  円  

（※）治療を中断した場合は、その経過についても記入して下さい。  
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（現行）  

別添4  

特定不妊治療費助成事業台帳   

受給者番号  

生 年 月 日  

申請者氏名   （夫）  年 月  日（ 歳）  

（妻）  年 月  日（ 歳）  

住所（※1）      T  

電話  （  ）  

住所（※2）      T  

電話  （  ）  

備  考  

治療期間  

申請受理年月日  申請額  （承認・不承認）  医療機関  開 始  
決定年月日   終  了  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

（承認・不承認）  

※1：夫婦の住所を記入する。  

※2：夫婦の住所が異なる場合に記入する。  

住所が異なる場合とは、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合をいう。  
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（現行）  

別 添   

不妊治療実施報告  

平成  年1月1日から12月31日の間に治療を開始した症例について、次の通り  

報告致します。  

平成  年  月   日  

医療機関の名称及び所在地  

T  

報告者氏名  

1．不妊治療の実施の有無  

体外受精について  

実施した  

実施しなかった   

顕微授精について  

実施した  

実施しなかった   

2．実施報告について  

体外受精   顕微授精   

患者総数  

治療周期総数  
採卵総回数  

移植総数  

妊娠数※1  

流産数  

多胎妊娠数  

双胎  

三胎  

四胎  

五胎以上  

生産分娩数※2  

出生児数※3  

妊娠後経過不明数※4  

※1 この場合、妊娠とは胎嚢が確認された症例を指し、妊娠反応のみ陽性の症例は含まない。  

※2 多胎のうち1児でも生産したものは生産分娩とする。  

※3 体外受精や顕微授精によって出生（生産）した児の総数。  

※4 妊娠が確認されたが、妊娠経過を追跡できず、その帰結が不明であるもの。  
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